
 

千葉市政出前講座実施要綱  

 

 （目的）  

第１条 この要綱は、本市の職員が市民等の集会、会合等に出向いて、

市の政策や制度・事業について説明し、市民等と対話する千葉市政出

前講座（以下「出前講座」という。）の実施に関し必要な事項を定め

ることにより、市民等の市政に対する理解を深め、参加と協働による

まちづくりの推進を図ることを目的とする。  

 （対象）  

第２条 出前講座は、本市内に在住し、在勤し、又は在学する者がおお

むね２０人以上参加し、又は出席する集会、会合等（政治、宗教又は

営利を目的とするもの及びこの事業の目的に反すると認められるも

のを除く。）であって、本市内において開催されるもの（以下「対象

集会等」という。）を対象に実施する。  

 （テーマ）  

第３条 各局長等（各局長、各区長、消防局長、病院局長、水道局長、

会計室長、教育長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、

監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。第

４項において同じ。）は、翌年度に実施する出前講座のテーマ（以下

「テーマ」という。）及びその内容を取りまとめた計画書を総合政策

局長に提出するものとする。  

２ 総合政策局長は、前項の規定により計画書の提出を受けたときは、

翌年度に実施するテーマ及びその内容をその前年度の末日までに決

定するものとする。  

３ 総合政策局長は、前項の規定によりテーマ及びその内容を決定した

ときは、千葉市政出前講座テーマ集を作成するとともに、市政だより、

市ホームページ等に掲載し、市民等にその周知を図るものとする。  

４ 前３項の規定にかかわらず、総合政策局長は、年度の途中において

も、必要に応じて、各局長等と調整の上、テーマを新設し、又は廃止

することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。  



 

 （実施方法）  

第４条 出前講座は、市民等からの申込みにより、テーマを所管する課

等（以下「テーマ所管課等」という。）の職員が対象集会等の開催場

所に出向いて実施する。  

２ 前項の対象集会等の開催場所は、出前講座の申込みをする市民等が

その負担において確保するものとする。  

３ 出前講座は、毎年度の６月１日から翌年の３月３１日までの日（千

葉市の休日を定める条例（平成元年千葉市条例第１号）に規定する休

日（以下「休日」という。）を除く。）の午前１０時から午後９時まで

の間において実施する。ただし、テーマ所管課等が了承したときは、

休日の午前１０時から午後５時までの間において実施することがで

きる。  

４ 出前講座は、原則としてテーマ所管課等の管理職員が講師を務める

ものとし、その内容は、次のとおりとする。  

（１）テーマの説明 ３０分から６０分程度  

（２）質疑等 ３０分程度  

 （実施の申込み）  

第５条 出前講座を希望する者は、実施希望日の１か月前までに、千葉

市政出前講座実施申込書（様式第１号）を総合政策局市長公室広報広

聴課、各区役所地域づくり支援課又はテーマ所管課等に提出するもの

とする。  

 （実施の決定）  

第６条 総合政策局市長公室広報広聴課長（以下「広報広聴課長」とい

う。）、各区役所地域づくり支援課長又はテーマ所管課等の長は、前条

の規定により申込書の提出を受けたときは、その写しを保管の上、当

該申込書をテーマ所管課等の長（各区役所地域づくり支援課長にあっ

ては、併せてその写しを広報広聴課長）に送付し、テーマ所管課等が

申込書の提出を受けたときは、その写しを広報広聴課長に送付する。 

２ 前項の規定により申込書の提出を受けたテーマ所管課等の長は、出

前講座の実施を決定したときは、千葉市政出前講座実施のお知らせ

（様式第２号）により当該申込者に通知するものとする。  



 

 （経費の負担）  

第７条 出前講座に係る経費の負担は、次のとおりとする。  

（１）使用料その他開催場所の設営に要する費用及び出前講座で使用す

る有償の資料に要する費用その他次号に規定する費用以外の費用は、

申込者が負担する。  

（２）市職員の出張に係る旅費は、本市が負担する。  

 （実施の報告）  

第８条 テーマ所管課等の長は、出前講座を実施したときは、千葉市政

出前講座実施結果報告書（様式第３号）に千葉市政出前講座アンケー

ト（様式第４号）を添えて広報広聴課長に提出するものとする。  

 （補則）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、出前講座の実施に関し必要な事

項は、市民局長が定める。  

 

   附 則  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第３条の規

定は、平成１７年１０月１３日から施行する。  

 

 附 則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

 

附 則  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

 

   附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

   附 則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 



 

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 


